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Ｂ型肝炎集団訴訟における証拠としての予防接種台帳の写しの交付等について 

 

 

 いわゆる「Ｂ型肝炎集団訴訟」は、集団予防接種等（予防接種及びツベルクリン

反応検査。以下同じ。）の際の注射器の連続使用によりＢ型肝炎ウイルスに感染し

たとする方々等が国家賠償を求めている事案であり、昨年５月以降、札幌地裁及び

福岡地裁において和解協議が行われ、このたび６月２８日に、国と原告との間で「基

本合意書」が成立したところです。 

 「基本合意書」では、過去の一定の期間において集団予防接種等を受けたことの

証明方法として、原告に係る接種記録が記載された予防接種台帳の写しの提出が認

められたほか、予防接種台帳に記載がないことが証明された者について別途の証明

方法が合意されました。 

 予防接種台帳の取扱いに関しては、すでに平成２３年３月２９日付けの事務連絡

等において連絡していたところですが、今後、各市町村において、原告である住民

から過去の予防接種台帳の開示を請求されることが想定されますので、本件訴訟等

に係る事務を円滑に遂行するため、下記の事項についてご配慮いただきたい旨改め

て各市町村に周知願います。 

 

 

記 

 

１． 原告から予防接種台帳の開示の求めがあった場合、個人情報保護条例等に基

づき当該原告に係る部分の予防接種台帳の写しを交付いただきたいこと。 

 

２． 当該原告に係る接種記録がない場合、原告らに対し接種記録がない旨の証明

書を交付いただきたいこと。この証明書については、各市町村が制定している

個人情報保護条例に基づく文書不存在の回答でも差し支えない。 

 

３．仮に「予防接種台帳の保存状況について」（別添）に訂正が生じた場合は、速

やかに当課までお知らせいただきたいこと。 



 

※ 予防接種台帳については、「定期（一類疾病）の予防接種実施要領」上、５年

の保存年限を示しているところです。本通知は本件訴訟等に係る事務を円滑に遂

行するための特段の配慮を求めるものであり、予防接種行政における実施要領上

の取扱いを変更するものではありません。 

 

＜添付書類＞ 

  別添  予防接種台帳の保存状況について 

  参考１ 平成２３年３月２９日付け事務連絡 

  参考２ 基本合意書（抄） 

 


